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受付 

月日 

受付 

番号 
通告者氏名 質 問 事 項 要 旨 答弁者 

８.30 １ 平古場 公子 １．男女共同参画について問う 

 本年３月「太良町男女共同参画基本計画」が策定された

が、その内容について問う。 

（１）アンケート調査の結果も充分に取り入れられている

と思うが、どのような内容で調査されたのか。 

（２）あらゆる分野への男女共同参画の促進とは。 

（３）教育の場における男女平等の教育推進はこれまでに

も何回も質問があったと思うが、子ども達の認識はど

うか。 

（４）県の防災計画には「男女共同参画の視点を取り入れ

た防災体制の確立に努める」とあるが、この計画の中

に、防災対策として女性の参画が必要と思うが。 

町 長 

教育長 

８.31 ２ 山口 嚴 １．耕作放棄地の対応について 

（１）23年度より始まる農地基盤整備事業の進捗状況、ま

た、耕作放棄地の解消効果はどのように考えている

か。 

（２）農地基盤整備事業の長期計画の考えなど（期間、予

算、事業の内容の見直し等）。 

（３）耕作放棄地などを利用したメガソーラー構想に佐賀

県でも９市町が申請を予定しているが、太良町の考え

は。 

（４）耕作放棄地などの基盤整備事業後の指導態勢は。 

町 長 

２．ＪＡ佐賀太良資材店舗用地取得について 

（１）売買契約について（本契約）。 

（２）跡地の利用計画と内容。 

（３）跡地の維持、管理の考えなど。 

町 長 

３．地域づくり事業について 

（１）申請の内容などの広報について。 

（２）申請者（団体、法人）などが片寄ってないか。 

（３）来年後の計画の考えなど。 

町 長 
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８.31 ３ 見陣  １．国道 207号沿線の整備について 

（１）太良町内において、国道 207号の歩道整備の進捗状

況を問う。 

（２）通学路の安全対策について。 

町 長 

９.１ ４ 川下 武則 １．有明海再生と太良町の取り組みについて 

（１）政府は諫早湾開門を表明したにも関わらず、その後

何の進展もないが、今後の動きについて町としてどう

考えるか。 

（２）今年度もタイラギがたくさん死滅していると聞く。

原因として貧酸素、貧栄養、水流域と考えるが、本気

で国、県は漁場再生を考えているのか。 

   また、町として漁場再生の取り組みを問う。 

町 長 

２．定住促進対策について 

 太良町の人口流出が止まらないと考えるが、定住促進に

ついて今後の町長の考えを問う。 

町 長 

３．有明海沿岸道路の計画路線について 

 有明海沿岸道路の建設については永年、国、県へ要望さ

れてきているが、産業の発展は道路からと思う。有明海沿

岸道路の計画路線について、町長の考えを問う。 

町 長 

４．ふるさと納税の活用について 

 ふるさと納税の制度が開始され、太良町でもふるさと応

援寄付金基金として積み立てられているが、その活用につ

いて問う。 

町 長 

９.１ ５ 田川 浩 １．情報化と本町ホームページについて 

 高度情報社会となった現在、行政情報の電子化とその情

報を住民が共有活用できる環境整備は不可欠だと考え、本

町の情報化と本町ホームページについて問う。 

（１）第３次太良町総合計画で情報化の施策「たらネット

プロジェクト」について、各々の進捗状況と今後の課

題、対策について問う。 

町 長 

担当課 
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９.１ ５ 田川 浩   ① 地域情報化の推進とあるが、高速通信基盤はどの

程度整備されているのか。 

  ② 行政情報化の推進とあるが、各課の情報の管理体

制はどうなっているのか。公共施設への端末整備は

どうか。 

  ③ 情報化社会に対応した人材の育成とあるが、研修

機会の実績、人材育成の結果はどうか。 

（２）本町のホームページ利用、運営管理の現状と、今後

の展開を問う。 

  ① 町内インターネット加入率。 

  ② ホームページ利用者数とその推移。 

  ③ 運営管理費と人員。コンテンツの更新方法。 

町 長 

担当課 

 


